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第  部１

第１ 章　 計画策定にあたって

第２ 章　 町の現状と 課題



　 本町では、平成2 3 年に、第５ 次御浜町総合計画（ 平成2 3 年度～令和２ 年度）を 策定し 、

「 思いやり と 自然があふれるまち・ みはま　 みんなが輝く 　 希望と 活力あるまち づく り 」を目

指すべき町の将来像とし て位置づけ、その実現に向けた取組がスタ ート し まし た。

　 また、平成2 7 年には、前期基本計画（ 平成2 3 年度～平成2 7 年度）で取り 組んだ施策の評

価、検証を行う とと も に、後期基本計画（ 平成2 8 年度～令和２ 年度）を策定し 、同計画に基づ

く 各種施策の推進に取り 組んできまし た。

　 し かし 、人口減少や少子高齢化の急速な進行、それに伴う 地域産業の衰退、自然災害や

感染症などのリ スク に対する 安全・ 安心への備え、A I（ 人工知能）の発達やD X［ ※］の進展な

ど、本町を取り 巻く 社会、経済情勢は大きく 変化し 、地方自治体運営のあら ゆる分野におい

て大きな影響をも たらし ています。

　 また、国は、こ れまでの地方創生の取組や成果を踏まえて、今後の地方創生の方向性等を

表す「 地方創生2 .0 の基本的な考え方」により「 令和の日本列島改造」とし て５ 本の柱が示さ

れ、地方の活力向上をより 推進するところです。

　 こう し た状況の中、住民の幸せな暮らし を実現し 、守り 続けていく こと が基礎自治体であ

る本町の責務であり 、こ れまで築き 上げてきたも のを礎に、持続可能なまち づく り の実現が

求めら れています。

　 こ れら のこと から 、令和３ 年に策定し た「 第６ 次御浜町総合計画」における５ 年間の取組を

評価し 、アンケート 調査による住民の意見を踏まえた計画の見直し を図り 、住民生活の安全・

安心を支える地域の強靭化による防災力の強化や生活環境の充実、地域経済の活性化を図

り つつ、住民が幸せに暮らし 続けること ができるまちづく り をより 一層進めていきます。その

ために、今後５ 年間のまちづく り の取組や住民等まちづく り の主体と の協働を円滑に進める

ための指針とし て「 第６ 次御浜町総合計画（ 後期基本計画）」（ 以下、「 本計画」と いう 。）を 策

定し ます。

　 また、本計画は令和５ 年に策定し た「 御浜町デジタ ル田園都市国家構総合戦略」を引き 継

ぐ 形の「 御浜町地方創生総合戦略（ 以下、地方創生総合戦略）と いう 。」をはじ め、各分野にお

ける個別計画と 連携し 、整合性を図っていく こととし ます。
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総合計画の

位置づけ

　「 総合計画」は、すべての分野における行政運営の基本と なる、地方自治体の最上位計画

とし て位置づけら れ、今後のまちづく り の基本的な方向性を示す指針と なるも のです。本計

画は、以下の３ つの役割を持ちます。

計画の位置づけと 役割2

総合計画の

３ つの役割

まち づく り の

共通目標

役割１

まち づく り の

主張

役割３

行政運営の

総合指針

役割２

と も に目指す町の姿
本計画は、本町のまちづく り の方向性と 必要な施策

をわかり やすく 示し 、住民一人ひとり がまちづく り に

主体的に参画、協働するための共通目標と なります。

広域連携の基礎
本計画は、国や県、周辺自治体等に対し て、本町のま

ち づく り の方向性を明ら かにし 、町内外に向けて発

信し ていく ととも に、必要な施策や事業を調整、反映

さ せていく 連携の基礎と なります。

効果的な行政運営
本計画は、本町が持続可能な 町の実現に向けて 、

様々な施策や事業を総合的かつ計画的に推進し 、効

果的な行政運営を進めるための指針となります。
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完
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行財政分野個別計画

産業分野個別計画

教育分野個別計画

保健分野個別計画

都市基盤分野個別計画

生活環境分野個別計画

福祉分野個別計画
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　 本計画は、「 基本構想」、「 基本計画」、「 実施計画」の３ つの枠組みで構成します。

　 また、地方創生総合戦略を重点プロジェクト と いう 形で内包し ています。

計画の構成3

令和
３ 年度

（ 2 0 2 1年度）

令和
４ 年度

（ 2 0 2 2 年度）

令和
５ 年度

（ 2 0 2 3 年度）

令和
６ 年度

（ 2 0 2 4 年度）

令和
７ 年度

（ 2 0 2 5 年度）

令和
８ 年度

（ 2 0 2 6 年度）

令和
９ 年度

（ 2 0 2 7 年度）

令和
1 0 年度

（ 2 0 2 8 年度）

令和
1 1 年度

（ 2 0 2 9 年度）

令和
1 2 年度

（ 2 0 3 0 年度）

基本構想

　 基本構想は、今後の新し いまちづく り の基本理念と 本町の目指すべき将来像を

定め、それを実現するための基本目標と 施策の方向性を示すも のです。

　 基本構想の計画期間は、令和３ 年度から 令和1 2 年度までの1 0 年間とします。

基本計画

　 基本計画は、基本構想に基づき 、その実現を 図るために必要な主要

施策等を 体系的に示すも のです。基本計画の計画期間は、急速に変化

する社会、経済情勢に的確かつ柔軟に対応するため、前期５ 年、後期５

年に区分し 、前期の目標年次を 令和7 年度、後期の目標年次を 令和1 2

年度とし ます。

実施計画（ 別途作成）

　 実施計画は、基本計画に示し た施策を具体的に実施する事業を

定めるも のです。事業の具体的な事業内容、財源等を示すこと に

より 、予算編成の指針と なります。実施計画の計画期間は、３ 年

間とし ます。ただし 、ローリ ング方式を採用し 、毎年度見直し を行

いながら 、計画の進行管理を行う も のとします。

基本計画

基本
構想

実施計画
（ 別途作成）

重点プロジェクト

第２ 次
総合戦略

≪２ 年≫
デジタ ル田園都市
国家構想総合戦略

≪３ 年≫

実施計画
毎年度見直し

≪３ 年≫
重点

プロジェクト

基本構想 ≪1 0 年≫

前期基本計画 ≪５ 年≫ 後期基本計画 ≪５ 年≫

地方創生総合戦略 ≪５ 年≫
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　 本計画の推進にあたっては、実施し た事業の成果が各施策の課題を解決できたかどう かを

検証する進行管理が必要です。

　 そのため、「 PD CAサイクル［ ※］」による進行管理を行う とと も に、各施策に成果指標を設定

し 、指標と 事業の実施状況等をもとに評価を実施します。

総合計画の進行管理4

　 SD G sにおける多様な1 7 のゴールの達成に向けた取組は、まちづく り の観点においても 、地

域諸課題の解決と 地方創生の推進につながるも のです。

　 本町においても 、少子高齢化に加え人口減少の流れが今後も 続く こと が予想さ れる中、すべ

ての人が希望を持って暮らせる持続可能な地域づく りを進めるため、本計画にSD G sの視点を

導入し 、各施策を推進することとします。

　 本計画の策定にあたっては、SD G sの基本理念と 自治体行政が果たし 得る役割に基づき、本

計画に掲げる各施策分野にSD G sの目指す1 7 のゴールを関連づけること で、施策の目的や重

点ポイント を共通認識し 、より 強靱で実効性のあるまちづく りを推進します。

御浜町におけるSD G sの視点を
踏まえた計画の推進

5

Plan Do

Action Check

計画の策定、
実施事業の選定

施策・ 事業の
見直し・ 改善

施策・ 事業の
実施

施策・ 事業の
点検・ 評価

PD CA
サイクルによる

計画の
進行管理

Do

Check

Plan

Action

計画の進行管理（ PD C A）のイメ ージ
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津市

四日市市

松阪市

尾鷲市

熊野市

紀宝町

尾鷲市

熊野市

紀宝町

御浜町

　 本町は、県南部に位置し 、東西1 2 ㎞、南北1 3 .5 ㎞、総面

積は8 8 .1 3 ㎢です。東部は雄大な太平洋熊野灘に面し 、北

西部は熊野市、南部は紀宝町に隣接し ています。地形は、海

岸沿いが比較的平たん地で、内陸部に向かう につれ、丘陵

地帯を経て次第に山岳地帯を形成し て

います。

　 典型的な海洋性気候で降雪はほと ん

どなく 、令和６ 年度の年間の平均気温は

1 8 .8 ℃、年間降水量は3 ,3 8 7 .5 ㎜の温

暖多雨な気候です。
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1 0

津市

四日市市

松阪市

尾鷲市

熊野市

紀宝町

尾鷲市

熊野市

紀宝町

御浜町

　 本町は、県南部に位置し 、東西1 2 ㎞、南北1 3 .5 ㎞、総面

積は8 8 .1 3 ㎢です。東部は雄大な太平洋熊野灘に面し 、北

西部は熊野市、南部は紀宝町に隣接し ています。地形は、海

岸沿いが比較的平たん地で、内陸部に向かう につれ、丘陵

地帯を経て次第に山岳地帯を形成し て
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　 典型的な海洋性気候で降雪はほと ん

どなく 、令和６ 年度の年間の平均気温は

1 8 .8 ℃、年間降水量は3 ,3 8 7 .5 ㎜の温

暖多雨な気候です。

（ １ ） 位置と 地勢

町の概況1

町の位置

町の現状と 課題第   章2



紀伊市木駅

御浜町役場

阿田和駅

神志山駅

熊野市

県道鵜殿熊野線
（ オレンジロード ）

紀宝町

熊野灘
御浜北山線

上市木市木停車場線

御浜紀和線

ＪＲ紀勢本線
国道4 2 号紀宝熊野道路

（ H3 1 年度事業化）
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　 本町は、津市（ 県庁所在地）まで約1 3 0 ㎞、近畿圏、中部圏の中心都市である大阪までは約

1 7 0 ㎞、名古屋までは約2 0 0 ㎞の距離にあります。

　 平成3 1 年３ 月には近畿自動車道紀勢線紀宝熊野道路の事業化が決定し ており 、令和３ 年８

月には熊野尾鷲道路の全面開通により 、熊野市までの高速道路が整備さ れています。また、令

和６ 年1 2 月には新宮紀宝道路が開通し 、熊野川に新たに熊野川河口大橋がかかりまし た。こ

う し た広域交通ネット ワーク の整備は、地域間の交流と 活性化に大きく 寄与すること が期待さ

れています。

　 鉄道では、ＪＲ紀勢本線が運行し 、町内に神志山、紀伊市木、阿田和の３ 駅を有し ています。

　 幹線道路では、海岸部に国道4 2 号、山間部に国道3 1 1 号、町の中間部を横断する県道鵜殿

熊野線（ オレンジロード ）が整備さ れています。また、海岸部から 山間部に向かって３ 路線の県

道が東西に整備さ れ、国道4 2 号と 国道3 1 1 号を連絡し ています。

（ ２ ） 交通網

交通網の状況

第
1
部

　
序
論
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　 鉄道では、ＪＲ紀勢本線が運行し 、町内に神志山、紀伊市木、阿田和の３ 駅を有し ています。

　 幹線道路では、海岸部に国道4 2 号、山間部に国道3 1 1 号、町の中間部を横断する県道鵜殿

熊野線（ オレンジロード ）が整備さ れています。また、海岸部から 山間部に向かって３ 路線の県

道が東西に整備さ れ、国道4 2 号と 国道3 1 1 号を連絡し ています。

（ ２ ） 交通網

交通網の状況

第
1
部

　
序
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1 1



1 2 ,0 0 0

御浜町

三重県

全　 国

1 0 ,0 0 0

8 ,0 0 0

6 ,0 0 0

4 ,0 0 0

2 ,0 0 0

（ 1 9 8 5 年）

昭和6 0 年

（ 人）

（ 1 9 9 0 年）

平成２ 年

（ 1 9 9 5 年）

平成７ 年

（ 2 0 0 0 年）

平成1 2 年

（ 2 0 0 5 年）

平成1 7 年

（ 2 0 1 0 年）

平成2 2 年

（ 2 0 1 5 年）

平成2 7 年

（ 2 0 2 0 年）

令和２ 年
0

1 0 ,2 7 9
9 ,8 9 3 9 ,9 1 4 1 0 ,0 3 0 9 ,9 0 3

9 ,3 7 6

8 ,7 4 1

6 ,2 9 5

1 ,9 1 5 2 ,0 6 9

5 ,9 4 0

1 ,6 8 7

2 ,2 6 6

5 ,7 2 3

1 ,5 2 2

2 ,6 5 8

5 ,5 7 8

1 ,4 9 5

2 ,9 5 7

5 ,3 9 9

1 ,3 9 1

3 ,1 1 3

4 ,9 7 4

1 ,2 5 2

3 ,1 5 0

4 ,4 1 4

1 ,0 4 6

3 ,2 8 1

3 ,9 1 6

8 5 9

3 ,3 0 4

8 ,0 7 9

０ ％ 2 0％ 4 0％ 6 0％ 8 0％ 1 0 0％

1 1 .9

1 2 .1

1 0 .6

5 9 .5

5 8 .0

4 8 .5

2 8 .6

2 9 .9

4 0 .9

年齢３ 区分人口割合の比較

総人口と 年齢３ 区分人口の推移

資料： 総務省「 国勢調査」（ ※年齢不詳については高齢者人口にて処理し ています。）

資料： 総務省「 令和２ 年国勢調査」

　 本町の総人口は、平成２ 年から 平成1 2 年にかけて微増傾向で推移し ていまし たが、平成1 2

年以降は減少傾向に転じ 、令和２ 年では8 ,0 7 9 人となっています。

　 年齢３ 区分人口では、年少人口（ ０ ～1 4 歳）、生産年齢人口（ 1 5 ～6 4 歳）は減少傾向で推移

し ています。一方、高齢者人口（ 6 5 歳以上）は、昭和6 0 年以降、増加傾向で推移し 、令和２ 年で

3 ,3 0 4 人となっています。

　 令和２ 年の年齢３ 区分人口割合を比較すると 、高齢者人口割合は、4 0 .9％と 国、県を1 0％程

度上回ります。また、年少人口割合は、1 0 .6％と 国、県をやや下回り 、生産年齢人口割合は、

4 8 .5％と 国、県を1 0％程度下回ります。

（ １ ） 人口の推移

人口等の状況2

年少人口（ ０－1 4 歳）

高齢者人口（ 6 5 歳以上）

生産年齢人口（ 1 5－6 4 歳）
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し ています。一方、高齢者人口（ 6 5 歳以上）は、昭和6 0 年以降、増加傾向で推移し 、令和２ 年で

3 ,3 0 4 人となっています。

　 令和２ 年の年齢３ 区分人口割合を比較すると 、高齢者人口割合は、4 0 .9％と 国、県を1 0％程

度上回ります。また、年少人口割合は、1 0 .6％と 国、県をやや下回り 、生産年齢人口割合は、

4 8 .5％と 国、県を1 0％程度下回ります。
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＜　 女　 性　 ＞

（ 人） （ 人）

＜　 男　 性　 ＞

9 0 歳以上

8 5～8 9 歳

8 0～8 4 歳

7 5～7 9 歳

7 0～7 4 歳

6 5～6 9 歳

6 0～6 4 歳

5 5～5 9 歳

5 0～5 4 歳

4 5～4 9 歳

4 0～4 4 歳

3 5～3 9 歳

3 0～3 4 歳

2 5～2 9 歳

2 0～2 4 歳

1 5～1 9 歳

1 0～1 4 歳

５ ～９ 歳

０ ～４ 歳1 1 3

1 3 8

1 8 4

1 5 1

7 2

1 0 5

1 2 4

1 7 6

2 3 4

2 7 6

2 2 1

2 7 8

3 1 1

3 2 1

3 7 1

2 7 4

1 9 2

1 4 8

7 6

9 6

1 4 6

1 8 2

1 4 5

8 5

9 0

1 3 1

1 4 9

2 2 4

2 6 1

2 7 7

3 1 8

2 8 8

3 2 9

4 2 8

3 0 4

3 0 5

3 0 2

2 5 4

0 01 0 0 1 0 02 0 0 2 0 03 0 0 3 0 04 0 0 4 0 05 0 0 5 0 0

　 人口ピラミッド で人口構造をみると 、いわゆる団塊の世代［ ※］と いわれる7 0 ～7 4 歳、7 5 ～7 9

歳の層が男女とも 最も 多く なっています。反面、2 0 代（ 特に2 0 ～2 4 歳）の層の男女が非常に少

なく なっています。

　 全体とし ては女性の方が5 4 9 人多い状況ですが、2 0 ～4 9 歳では女性の方が少なく なってい

ます。

（ ２ ） 人口ピラミ ッド でみる人口構造

人口ピラミ ッド でみる人口構造

資料： 総務省「 令和２ 年国勢調査」
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序
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＜　 女　 性　 ＞

（ 人） （ 人）

＜　 男　 性　 ＞

9 0 歳以上

8 5～8 9 歳

8 0～8 4 歳

7 5～7 9 歳

7 0～7 4 歳

6 5～6 9 歳

6 0～6 4 歳

5 5～5 9 歳

5 0～5 4 歳

4 5～4 9 歳

4 0～4 4 歳

3 5～3 9 歳

3 0～3 4 歳

2 5～2 9 歳

2 0～2 4 歳

1 5～1 9 歳

1 0～1 4 歳

５ ～９ 歳

０ ～４ 歳1 1 3

1 3 8

1 8 4

1 5 1

7 2

1 0 5

1 2 4

1 7 6

2 3 4

2 7 6

2 2 1

2 7 8

3 1 1

3 2 1

3 7 1

2 7 4

1 9 2

1 4 8

7 6

9 6

1 4 6

1 8 2

1 4 5

8 5

9 0

1 3 1

1 4 9

2 2 4

2 6 1

2 7 7

3 1 8

2 8 8

3 2 9

4 2 8

3 0 4

3 0 5

3 0 2

2 5 4

0 01 0 0 1 0 02 0 0 2 0 03 0 0 3 0 04 0 0 4 0 05 0 0 5 0 0

　 人口ピラミッド で人口構造をみると 、いわゆる団塊の世代［ ※］と いわれる7 0 ～7 4 歳、7 5 ～7 9

歳の層が男女とも 最も 多く なっています。反面、2 0 代（ 特に2 0 ～2 4 歳）の層の男女が非常に少

なく なっています。

　 全体とし ては女性の方が5 4 9 人多い状況ですが、2 0 ～4 9 歳では女性の方が少なく なってい

ます。

（ ２ ） 人口ピラミ ッド でみる人口構造

人口ピラミ ッド でみる人口構造

資料： 総務省「 令和２ 年国勢調査」

第
1
部

　
序
論

1 3



6 ,0 0 0

5 ,0 0 0

4 ,0 0 0

3 ,0 0 0

2 ,0 0 0

1 ,0 0 0

0

（ 世帯）

3 .0 0

2 .5 0

2 .0 0

1 .5 0

1 .0 0

0 .5 0

0

（ 人）

（ 1 9 8 5 年）

昭和6 0 年

（ 1 9 9 0 年）

平成２ 年

（ 1 9 9 5 年）

平成７ 年

（ 2 0 0 0 年）

平成1 2 年

（ 2 0 0 5 年）

平成1 7 年

（ 2 0 1 0 年）

平成2 2 年

（ 2 0 1 5 年）

平成2 7 年

（ 2 0 2 0 年）

令和２ 年

2 .6 4

3 ,8 3 6 3 ,8 2 6 3 ,9 3 3 4 ,0 8 4 4 ,0 9 4 3 ,9 9 3 3 ,8 5 3 3 ,7 0 0

2 .5 6
2 .4 8 2 .4 0

2 .3 5 2 .2 8
2 .1 9

2 .1 0

御浜町

三重県

全　 国

０ ％ 2 0％ 4 0％ 6 0％ 8 0％ 1 0 0％

5 4 .1

5 7 .2

6 1 .5

3 8 .0

3 3 .0

3 4 .2

4 .2

5 .4

1 .6

2 .6

4 .4

3 .8

資料： 総務省「 国勢調査」

※国勢調査による世帯数は、「 一般世帯」で、世帯のう ち、施設等の世帯（ 学生寮、病院、社会施設、自衛隊、矯正施設等）以外の世帯。

　 世帯数は、平成２ 年から 増加傾向で推移し てきまし たが、平成1 7 年以降は減少傾向に転じ 、

令和２ 年は3 ,7 0 0 世帯となっています。

　 平均世帯人員は、昭和6 0 年には１ 世帯あたり 2 .6 4 人でし たが、核家族化や単独世帯等の増

加による世帯の小規模化が進み、令和２ 年には１世帯あたり 2 .1 0 人となっています。

　 世帯の家族類型（ 令和２ 年）では、本町の核家族世帯の割合が国、県を上回り 、単独世帯は全

国より 低いも のの県を若干上回ります。

（ ３ ） 世帯数・ 平均世帯人員の状況

一般世帯数 平均世帯人員

資料： 総務省「 令和２ 年国勢調査」

核家族世帯

３ 世代世帯

単独世帯

その他　
世帯の家族類型の比較

世帯数の推移

1 4

6 ,0 0 0

5 ,0 0 0

4 ,0 0 0

3 ,0 0 0

2 ,0 0 0

1 ,0 0 0

0

（ 世帯）

3 .0 0

2 .5 0

2 .0 0

1 .5 0

1 .0 0

0 .5 0

0

（ 人）
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2 .4 8 2 .4 0

2 .3 5 2 .2 8
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5 4 .1

5 7 .2
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3 8 .0
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3 4 .2
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5 .4

1 .6

2 .6

4 .4

3 .8
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　 世帯数は、平成２ 年から 増加傾向で推移し てきまし たが、平成1 7 年以降は減少傾向に転じ 、

令和２ 年は3 ,7 0 0 世帯となっています。

　 平均世帯人員は、昭和6 0 年には１ 世帯あたり 2 .6 4 人でし たが、核家族化や単独世帯等の増

加による世帯の小規模化が進み、令和２ 年には１世帯あたり 2 .1 0 人となっています。

　 世帯の家族類型（ 令和２ 年）では、本町の核家族世帯の割合が国、県を上回り 、単独世帯は全

国より 低いも のの県を若干上回ります。

（ ３ ） 世帯数・ 平均世帯人員の状況

一般世帯数 平均世帯人員

資料： 総務省「 令和２ 年国勢調査」

核家族世帯

３ 世代世帯

単独世帯

その他　
世帯の家族類型の比較

世帯数の推移



（ 2 0 1 5 年）

平成2 7 年

０ -1 4 歳

1 5 -6 4 歳

6 5 歳以上

（ 7 5 歳以上）

1 2 .0

5 0 .5

3 7 .5

（ 2 1 .0）

1 0 .6

4 8 .5

4 0 .9

（ 2 3 .0）

8 .9

4 7 .7

4 3 .4

（ 2 6 .8）

7 .9

4 5 .6

4 6 .5

（ 2 9 .0）

7 .5

4 3 .7

4 8 .7

（ 3 0 .9）

7 .7

4 0 .2

5 2 .1

（ 3 3 .4）

7 .6

3 7 .6

5 4 .8

（ 3 5 .0）

7 .3

3 6 .7

5 5 .9

（ 3 8 .6）

人口割合（ ％） （ 2 0 2 0 年）

令和２ 年

（ 2 0 2 5 年）

令和７ 年

（ 2 0 3 0 年）

令和1 2 年

（ 2 0 3 5 年）

令和1 7 年

（ 2 0 4 0 年）

令和2 2 年

（ 2 0 4 5 年）

令和2 7 年

（ 2 0 5 0 年）

令和3 2 年

0

2 ,0 0 0

4 ,0 0 0

6 ,0 0 0

8 ,0 0 0

1 0 ,0 0 0

（ 人）

3 4 33 9 84 4 44 7 45 4 46 6 6
8 5 9

1 ,0 4 6

1 ,7 2 4
1 ,9 6 7

2 ,3 2 1

2 ,7 6 0

3 ,1 2 7

3 ,5 6 1

3 ,9 1 6

4 ,4 1 4

2 ,6 2 3
2 ,8 6 5

3 ,0 1 03 ,0 7 6
3 ,1 9 03 ,2 3 83 ,3 0 43 ,2 8 1

4 ,6 9 1

5 ,2 3 0

5 ,7 7 4

6 ,3 1 0

6 ,8 6 1

7 ,4 6 5

8 ,0 7 9

8 ,7 4 1

　 本町の人口は、平成2 2 年（ 9 ,3 7 6 人）から 減少傾向で推移し ており 、平成2 7 年は8 ,7 4 1 人、

令和２ 年では8 ,0 7 9 人と なり 、高齢化率は4 0 .9％となっています。

　 本町の将来人口を推計するための基礎データとし て、国立社会保障・ 人口問題研究所での

「 日本の地域別将来推計人口」や国から 提供さ れたワークシート をもと に将来人口を推計し た

結果は、下記グラフのと おり 、2 0 5 0 年に4 ,6 9 1 人まで減少すること が見込まれます。

　 特に本町では、進学や就職時、結婚時に町外に転出し 、Ｕタ ーンによる転入は見ら れるも の

の若い世代で転出超過と なっています。また、合計特殊出生率［ ※］の対象となる1 5 ～4 9 歳の女

性人口の減少等により 、出生数が減少し 自然減が進んでいます。

　 本計画期間においては、年齢３ 区分すべてにおいて人口の減少が進み、令和1 2 年には高齢

者人口が生産年齢人口を上回ると 推計さ れています。

（ ４ ） 将来人口の見込み

※令和２ 年までは実績値。令和７ 年以降は推計値。　 ※人口割合は各区分人口÷全人口×1 0 0で算出さ れます。

※端数処理の関係上、３ 区分の合計が1 0 0％にならないこと があります。

年少人口（ ０－1 4 歳）

高齢者人口（ 6 5 歳以上）

生産年齢人口（ 1 5－6 4 歳）

総人口
将来人口

第
1
部

　
序
論

（ 2 0 1 5 年）

平成2 7 年

０ -1 4 歳

1 5 -6 4 歳

6 5 歳以上

（ 7 5 歳以上）

1 2 .0

5 0 .5

3 7 .5

（ 2 1 .0）

1 0 .6

4 8 .5

4 0 .9

（ 2 3 .0）

8 .9

4 7 .7

4 3 .4

（ 2 6 .8）

7 .9

4 5 .6

4 6 .5

（ 2 9 .0）

7 .5

4 3 .7

4 8 .7

（ 3 0 .9）

7 .7

4 0 .2

5 2 .1

（ 3 3 .4）

7 .6

3 7 .6

5 4 .8

（ 3 5 .0）

7 .3

3 6 .7

5 5 .9

（ 3 8 .6）

人口割合（ ％） （ 2 0 2 0 年）

令和２ 年

（ 2 0 2 5 年）

令和７ 年

（ 2 0 3 0 年）

令和1 2 年

（ 2 0 3 5 年）

令和1 7 年

（ 2 0 4 0 年）

令和2 2 年

（ 2 0 4 5 年）

令和2 7 年

（ 2 0 5 0 年）

令和3 2 年

0

2 ,0 0 0

4 ,0 0 0

6 ,0 0 0

8 ,0 0 0

1 0 ,0 0 0

（ 人）

3 4 33 9 84 4 44 7 45 4 46 6 6
8 5 9

1 ,0 4 6

1 ,7 2 4
1 ,9 6 7

2 ,3 2 1

2 ,7 6 0

3 ,1 2 7

3 ,5 6 1

3 ,9 1 6

4 ,4 1 4

2 ,6 2 3
2 ,8 6 5

3 ,0 1 03 ,0 7 6
3 ,1 9 03 ,2 3 83 ,3 0 43 ,2 8 1

4 ,6 9 1

5 ,2 3 0

5 ,7 7 4

6 ,3 1 0

6 ,8 6 1

7 ,4 6 5

8 ,0 7 9

8 ,7 4 1

　 本町の人口は、平成2 2 年（ 9 ,3 7 6 人）から 減少傾向で推移し ており 、平成2 7 年は8 ,7 4 1 人、

令和２ 年では8 ,0 7 9 人と なり 、高齢化率は4 0 .9％となっています。

　 本町の将来人口を推計するための基礎データとし て、国立社会保障・ 人口問題研究所での

「 日本の地域別将来推計人口」や国から 提供さ れたワークシート をもと に将来人口を推計し た

結果は、下記グラフのと おり 、2 0 5 0 年に4 ,6 9 1 人まで減少すること が見込まれます。

　 特に本町では、進学や就職時、結婚時に町外に転出し 、Ｕタ ーンによる転入は見ら れるも の

の若い世代で転出超過と なっています。また、合計特殊出生率［ ※］の対象となる1 5 ～4 9 歳の女

性人口の減少等により 、出生数が減少し 自然減が進んでいます。

　 本計画期間においては、年齢３ 区分すべてにおいて人口の減少が進み、令和1 2 年には高齢

者人口が生産年齢人口を上回ると 推計さ れています。

（ ４ ） 将来人口の見込み

※令和２ 年までは実績値。令和７ 年以降は推計値。　 ※人口割合は各区分人口÷全人口×1 0 0で算出さ れます。

※端数処理の関係上、３ 区分の合計が1 0 0％にならないこと があります。

年少人口（ ０－1 4 歳）

高齢者人口（ 6 5 歳以上）

生産年齢人口（ 1 5－6 4 歳）

総人口
将来人口

第
1
部

　
序
論
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（ 人）

（ 1 9 9 5 年）

平成７ 年

（ 2 0 0 0 年）

平成1 2 年

（ 2 0 0 5 年）

平成1 7 年

（ 2 0 1 0 年）

平成2 2 年

（ 2 0 1 5 年）

平成2 7 年

（ 2 0 2 0 年）

令和２ 年

4 ,9 5 5 4 ,9 9 1 4 ,8 0 7 4 ,4 3 9 4 ,2 1 7 4 ,0 3 8

御浜町

三重県

全　 国

０ ％ 2 0％ 4 0％ 6 0％ 8 0％ 1 0 0％

3 .5

3 .2

2 2 .5

2 3 .7

3 1 .8

1 4 .0

7 2 .8

6 4 .9

6 3 .5

0

1 ,0 0 0

2 ,0 0 0

3 ,0 0 0

4 ,0 0 0

5 ,0 0 0

6 ,0 0 0

資料： 総務省「 国勢調査」

一般世帯数

資料： 総務省「 令和２ 年国勢調査」

第１ 次産業 第２ 次産業 第３ 次産業

　 就業者数は、平成1 2 年から減少傾向で推移し 、令和２ 年では4 ,0 3 8 人となっています。

　 産業３ 区分別就業者の構成比をみると 、令和２ 年（ 2 0 2 0 年）には第１ 次産業2 2 .5％、第２ 次

産業1 4 .0％、第３ 次産業6 3 .5％と なっており 、第１ 次産業の構成割合が国、県を約２ 割上回っ

ています。

（ １ ） 産業別就業者の推移

産業の状況3

就業者の推移

産業別就業者の構成比の比較

1 6

（ 人）

（ 1 9 9 5 年）

平成７ 年

（ 2 0 0 0 年）

平成1 2 年

（ 2 0 0 5 年）

平成1 7 年

（ 2 0 1 0 年）

平成2 2 年

（ 2 0 1 5 年）

平成2 7 年

（ 2 0 2 0 年）

令和２ 年

4 ,9 5 5 4 ,9 9 1 4 ,8 0 7 4 ,4 3 9 4 ,2 1 7 4 ,0 3 8

御浜町

三重県

全　 国

０ ％ 2 0％ 4 0％ 6 0％ 8 0％ 1 0 0％

3 .5

3 .2

2 2 .5

2 3 .7

3 1 .8

1 4 .0

7 2 .8

6 4 .9

6 3 .5

0

1 ,0 0 0

2 ,0 0 0

3 ,0 0 0

4 ,0 0 0

5 ,0 0 0

6 ,0 0 0

資料： 総務省「 国勢調査」

一般世帯数

資料： 総務省「 令和２ 年国勢調査」

第１ 次産業 第２ 次産業 第３ 次産業

　 就業者数は、平成1 2 年から減少傾向で推移し 、令和２ 年では4 ,0 3 8 人となっています。

　 産業３ 区分別就業者の構成比をみると 、令和２ 年（ 2 0 2 0 年）には第１ 次産業2 2 .5％、第２ 次

産業1 4 .0％、第３ 次産業6 3 .5％と なっており 、第１ 次産業の構成割合が国、県を約２ 割上回っ

ています。

（ １ ） 産業別就業者の推移

産業の状況3

就業者の推移

産業別就業者の構成比の比較



0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 （ 人）

0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 （ 人）

農業

林業

漁業

鉱業、採石業、砂利採取業

建設業

製造業

電気・ ガス・ 熱供給・ 水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・ 技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業

サービス事業（ 他に分類さ れないもの）

公務（ 他に分来さ れるものを除く ）

分類不能の産業
1 2

1 3 1

1 3 0

5 7

2 2 5

1 0 0

4 0

5 5

3 4

1 9

2 3

2 5 7

9 7

1 3

8

1 6 1

2 7 6

6

1 8

1 1

4 9 1

6

5 1

5 3

2 2

5 6 0

1 1 7

5 1

1 2 2

2 4

1 5

2 9

2 9 6

2 1

3

1

7 0

4 7

1

2

1

3 8 2

資料： 総務省「 令和２ 年国勢調査」

就業者数（ 男性） 就業者数（ 女性）

　 産業別の就労状況では、男性は「 農業」、「 建設業」、「 卸売業、小売業」、「 医療、福祉」、「 製造

業」の順で従事者が多く 、女性は「 医療、福祉」、「 農業」、「 卸売業、小売業」、「 宿泊業・ 飲食サービ

ス業」、「 教育、学習支援業」の順で従事者が多く なっています。

（ ２ ） 産業別の就労状況

産業別・ 男女別の就労状況

第
1
部

　
序
論

0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 （ 人）

0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 （ 人）

農業

林業

漁業

鉱業、採石業、砂利採取業

建設業

製造業

電気・ ガス・ 熱供給・ 水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・ 技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業

サービス事業（ 他に分類さ れないもの）

公務（ 他に分来さ れるものを除く ）

分類不能の産業
1 2

1 3 1

1 3 0

5 7

2 2 5

1 0 0

4 0

5 5

3 4

1 9

2 3

2 5 7

9 7

1 3

8

1 6 1

2 7 6

6

1 8

1 1

4 9 1

6

5 1

5 3

2 2

5 6 0

1 1 7

5 1

1 2 2

2 4

1 5

2 9

2 9 6

2 1

3

1

7 0

4 7

1

2

1

3 8 2

資料： 総務省「 令和２ 年国勢調査」

就業者数（ 男性） 就業者数（ 女性）

　 産業別の就労状況では、男性は「 農業」、「 建設業」、「 卸売業、小売業」、「 医療、福祉」、「 製造

業」の順で従事者が多く 、女性は「 医療、福祉」、「 農業」、「 卸売業、小売業」、「 宿泊業・ 飲食サービ

ス業」、「 教育、学習支援業」の順で従事者が多く なっています。

（ ２ ） 産業別の就労状況

産業別・ 男女別の就労状況

第
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序
論
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3 8 .4 2 9 .1 2 0 .7 5 .9 5 .2

0 .6

3 3 .2 3 1 .9 1 9 .1 7 .1 6 .6

2 .0

０ ％ 2 0％ 4 0％ 6 0％ 8 0％ 1 0 0％

０ ％ 2 0％ 4 0％ 6 0％ 8 0％ 1 0 0％

令和６ 年

（ n= 7 9 1）

令和２ 年

（ n= 6 8 6）

4 7 .9 2 5 .2 1 4 .4 8 .7 2 .3

1 .5

4 3 .4 2 8 .6 1 3 .4 8 .5 3 .4

2 .8

令和６ 年

（ n= 7 9 1）

令和２ 年
（ n= 6 8 6）

愛着度について（ 全体）

今後の定住意向について（ 全体）

 本計画の中間見直し にあたって、幅広く 住民の方のご意見やご提言をいただく ため、1 8 歳以

上の住民を対象にアンケート 調査を実施しまし た（ 配布数： 2 ,0 0 0［ 無作為抽出］、有効回収数：

7 9 1 、有効回収率： 3 9 .6％）。その主な回答結果は以下のと おりです。

　『 愛着を感じ ている 』は6 7 .5％、「 どちらと も いえない」は2 0 .7％、『 愛着を感じ ていない』は

1 1 .1％となっており 、『 愛着を感じ ている』は前回調査（ 令和２ 年実施）の6 5 .1％より 微増し てい

ます。

（ １ ） 町に対する 愛着度について

　『 住み続けたい』は7 3 .1％、「 どちらともいえない」は1 4 .4％、『 住みたく ない』は1 1 .0％と なっ

ており 、『 住み続けたい』は前回調査（ 令和２ 年実施）の7 2 .0％より 増加し ています。

（ ２ ） 今後の定住意向について

感じ ている

どちらともいえない

感じ ていない

どちらかといえば感じ ている

どちらかといえば感じ ていない

無回答

住み続けたい

どちらともいえない

住みたく ない

どちらかと いえば住み続けたい

どちらかと いえば住みたく ない

無回答

住民ニーズの状況４

1 8

3 8 .4 2 9 .1 2 0 .7 5 .9 5 .2

0 .6

3 3 .2 3 1 .9 1 9 .1 7 .1 6 .6

2 .0

０ ％ 2 0％ 4 0％ 6 0％ 8 0％ 1 0 0％

０ ％ 2 0％ 4 0％ 6 0％ 8 0％ 1 0 0％

令和６ 年

（ n= 7 9 1）

令和２ 年

（ n= 6 8 6）

4 7 .9 2 5 .2 1 4 .4 8 .7 2 .3

1 .5

4 3 .4 2 8 .6 1 3 .4 8 .5 3 .4

2 .8

令和６ 年

（ n= 7 9 1）

令和２ 年
（ n= 6 8 6）

愛着度について（ 全体）

今後の定住意向について（ 全体）

 本計画の中間見直し にあたって、幅広く 住民の方のご意見やご提言をいただく ため、1 8 歳以

上の住民を対象にアンケート 調査を実施しまし た（ 配布数： 2 ,0 0 0［ 無作為抽出］、有効回収数：

7 9 1 、有効回収率： 3 9 .6％）。その主な回答結果は以下のと おりです。

　『 愛着を感じ ている 』は6 7 .5％、「 どちらと も いえない」は2 0 .7％、『 愛着を感じ ていない』は

1 1 .1％となっており 、『 愛着を感じ ている』は前回調査（ 令和２ 年実施）の6 5 .1％より 微増し てい

ます。

（ １ ） 町に対する 愛着度について

　『 住み続けたい』は7 3 .1％、「 どちらともいえない」は1 4 .4％、『 住みたく ない』は1 1 .0％と なっ

ており 、『 住み続けたい』は前回調査（ 令和２ 年実施）の7 2 .0％より 増加し ています。

（ ２ ） 今後の定住意向について

感じ ている

どちらともいえない

感じ ていない

どちらかといえば感じ ている

どちらかといえば感じ ていない

無回答

住み続けたい

どちらともいえない

住みたく ない

どちらかと いえば住み続けたい

どちらかと いえば住みたく ない

無回答

住民ニーズの状況４



2 .0 1

2 .3 0

3 .1 2

2 .5 9

3 .2 5

4 .2 4

4 .9 9

5 .2 7

5 .5 9

4 .2 7

3 .1 1

3 .0 2

3 .4 4

3 .8 7

5 .0 3

4 .6 0

3 .8 3

4 .0 9

4 .6 8

4 .7 3

3 .8 9

6 .3 5

4 .3 0

3 .7 1

5 .0 4

4 .0 6

4 .2 6

4 .0 7

4 .5 7

4 .1 6

4 .4 3

3 .7 7

4 .9 4

重 要 度満 足 度

不満 低い 高い

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

満足

6－①

6－②

6－③

6－④

5－①

5－②

5－③

5－④

5－⑤

5－⑥

4－①

4－②

4－③

4－④

4－⑤

3－①

3－②

3－③

3－④

3－⑤

3－⑥

3－⑦

3－⑧

2－①

2－②

2－③

2－④

2－⑤

1－①

1－②

1－③

1－④

1－⑤

町民参画

自治体経営

人権・ 男女共同参画

地域間交流

自然環境の保全

上下水道

ごみ・し 尿処理

消防・ 防災

交通安全・ 防犯

消費者対策

学校教育

青少年健全育成

社会教育・ 生涯学習

文化・ 芸術、文化遺産

スポーツ

健康づく り

医療体制

地域福祉

子育て支援

高齢者福祉

障がい者福祉

総合相談体制の充実

社会保障の充実

土地利用

景観

居住環境

道路・ 交通網

情報ネット ワーク

農業

林業・ 水産業

商工業

集客交流産業

雇用対策

1

2

3

4

5

6

産
業

都
市
基
盤

福
祉
・
健
康
・
医
療

教
育
・
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

生
活
環
境

住
民
参
画
等 －0 .0 8

－0 .2 9

－0 .0 4

－0 .3 5

－0 .2 0

－0 .3 0

－0 .0 1

－0 .7 7

－0 .4 2

－0 .2 9

－0 .0 6

－0 .0 1

－1 .1 5

－0 .8 8

－1 .6 9

－1 .4 2

－0 .5 8

－1 .8 3

0 .1 8

0 .2 6

0 .0 5

0 .7 9

1 .2 0

1 .0 7

1 .4 9

0 .0 8

0 .2 8

2 .2 1

－2 .0 6

－2 .1 8

－2 .2 9

－1 .0 1

－1 .2 1

－5 －4 －3 －2 －1 0 1 2 3 4 5

－5 －4 －3 －2 －1 0 1 2 3 4 5

（ ３ ） まちの施策やサービ ス、生活環境に対する満足度及び重要度

満足度及び重要度（ 全体／評価点）

●重要度が最も 高い項目は「 医療体制」、次いで「 上下

水道」、「 ごみ・し 尿処理」、「 道路・ 交通網」、「 学校教育」

の順と なっています。

●年齢別でみると 、6 0 代までの年齢層で「 医療体制」が

第１ 位と なっており 、医療体制の充実への要望が強く

見ら れ、4 0 代以下の層では「 子育て支援」や「 学校教

育」が上位と なっており 、若い層では教育環境を重視

し ていること がう かがえます。

●前回調査（ 令和２ 年実施）と 比較し て重要度が上がっ

ている項目は、「 林業・ 水産業」、「 青少年健全育成」、

「 上下水道」、「 ごみ・し 尿処理」、「 消費者対策」、「 人権・

男女共同参画」となっています。

重 要 度

●満足度が最も 高い項目は「 健康づく り 」、次いで「 上下

水道」、「 消防・ 防災」、「 ごみ・し 尿処理」、「 交通安全・ 防

犯」の順となっています。

●満足度が最も 低い項目は「 商工業」、次いで「 集客交

流産業」、「 雇用対策」、「 土地利用」、「 道路・ 交通網」の

順と なっています。

●前回調査（ 令和２ 年実施）と 比較すると 、ほと んどの項

目で満足度が上がって（ 不満度が下がる）おり 、特に

「 健康づく り 」と「 医療体制」が向上し ています。

満 足 度

第
1
部

　
序
論

2 .0 1

2 .3 0

3 .1 2

2 .5 9

3 .2 5

4 .2 4

4 .9 9

5 .2 7

5 .5 9

4 .2 7

3 .1 1

3 .0 2

3 .4 4

3 .8 7

5 .0 3

4 .6 0

3 .8 3

4 .0 9

4 .6 8

4 .7 3

3 .8 9

6 .3 5

4 .3 0

3 .7 1

5 .0 4

4 .0 6

4 .2 6

4 .0 7

4 .5 7

4 .1 6

4 .4 3

3 .7 7

4 .9 4

重 要 度満 足 度

不満 低い 高い

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

満足

6－①

6－②

6－③

6－④

5－①

5－②

5－③

5－④

5－⑤

5－⑥

4－①

4－②

4－③

4－④

4－⑤

3－①

3－②

3－③

3－④

3－⑤

3－⑥

3－⑦

3－⑧

2－①

2－②

2－③

2－④

2－⑤

1－①

1－②

1－③

1－④

1－⑤

町民参画

自治体経営

人権・ 男女共同参画

地域間交流

自然環境の保全

上下水道

ごみ・し 尿処理

消防・ 防災

交通安全・ 防犯

消費者対策

学校教育

青少年健全育成

社会教育・ 生涯学習

文化・ 芸術、文化遺産

スポーツ

健康づく り

医療体制

地域福祉

子育て支援

高齢者福祉

障がい者福祉

総合相談体制の充実

社会保障の充実

土地利用

景観

居住環境

道路・ 交通網

情報ネット ワーク

農業

林業・ 水産業

商工業

集客交流産業

雇用対策

1

2

3

4

5

6

産
業

都
市
基
盤

福
祉
・
健
康
・
医
療

教
育
・
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

生
活
環
境

住
民
参
画
等 －0 .0 8

－0 .2 9

－0 .0 4

－0 .3 5

－0 .2 0

－0 .3 0

－0 .0 1

－0 .7 7

－0 .4 2

－0 .2 9

－0 .0 6

－0 .0 1

－1 .1 5

－0 .8 8

－1 .6 9

－1 .4 2

－0 .5 8

－1 .8 3

0 .1 8

0 .2 6

0 .0 5

0 .7 9

1 .2 0

1 .0 7

1 .4 9

0 .0 8

0 .2 8

2 .2 1

－2 .0 6

－2 .1 8

－2 .2 9

－1 .0 1

－1 .2 1

－5 －4 －3 －2 －1 0 1 2 3 4 5

－5 －4 －3 －2 －1 0 1 2 3 4 5

（ ３ ） まちの施策やサービ ス、生活環境に対する満足度及び重要度

満足度及び重要度（ 全体／評価点）

●重要度が最も 高い項目は「 医療体制」、次いで「 上下

水道」、「 ごみ・し 尿処理」、「 道路・ 交通網」、「 学校教育」

の順と なっています。

●年齢別でみると 、6 0 代までの年齢層で「 医療体制」が

第１ 位と なっており 、医療体制の充実への要望が強く

見ら れ、4 0 代以下の層では「 子育て支援」や「 学校教

育」が上位と なっており 、若い層では教育環境を重視

し ていること がう かがえます。

●前回調査（ 令和２ 年実施）と 比較し て重要度が上がっ

ている項目は、「 林業・ 水産業」、「 青少年健全育成」、

「 上下水道」、「 ごみ・し 尿処理」、「 消費者対策」、「 人権・

男女共同参画」となっています。

重 要 度

●満足度が最も 高い項目は「 健康づく り 」、次いで「 上下

水道」、「 消防・ 防災」、「 ごみ・し 尿処理」、「 交通安全・ 防

犯」の順となっています。

●満足度が最も 低い項目は「 商工業」、次いで「 集客交

流産業」、「 雇用対策」、「 土地利用」、「 道路・ 交通網」の

順と なっています。

●前回調査（ 令和２ 年実施）と 比較すると 、ほと んどの項

目で満足度が上がって（ 不満度が下がる）おり 、特に

「 健康づく り 」と「 医療体制」が向上し ています。

満 足 度

第
1
部

　
序
論

1 9



無回答

その他

歴史的遺産を大切にし 、まちづく りに生かす歴史のまち

生涯学習活動や文化芸術・ スポーツ活動が活発な

生涯学習・ 文化のまち

様々なデジタ ル技術が活用さ れ生活の利便性が図られている

デジタ ル化の進むまち  ※令和６ 年から追加の選択肢

町民と 行政と が協力し てまちづく りを行う 住民参画・ 協働のまち

地域資源を活用し 、観光や交流事業を進める観光・ 交流のまち

商業の振興や地場産業の育成、企業立地による商工業のまち

自然の保護や環境の保全・ 創造を優先する環境保全のまち

農林業、水産業を中心とし て発展する農林水産業のまち

子育て環境やこども の保育・ 教育環境が充実し た

子育て・ 教育のまち

快適で安全・ 安心な住環境の整備を優先する快適住環境のまち

人にやさし い保健・ 医療・ 福祉の充実し た健康・ 福祉のまち

０ ％ 1 0％ 2 0％ 3 0％ 4 0％ 5 0％

０ ％ 1 0％ 2 0％ 3 0％ 4 0％ 5 0％

6 0％

6 0％

4 .3

2 .3

3 .0

4 .9

6 .4

8 .2

9 .6

9 .9

1 6 .8

2 0 .1

2 4 .9

3 4 .9

4 1 .3

1 .9

1 .9

1 .9

5 .7

0

1 0 .3

1 4 .7

1 3 .4

1 6 .9

2 2 .6

2 5 .5

3 1 .5

4 2 .6

令和６ 年（ n= 7 9 1） 令和２ 年（ n= 6 8 6）今後のまちづく り の特色について（ 全体／複数回答）

　「 健康・ 福祉のまち」が第１ 位、次いで「 快適住環境のまち」、「 子育て・ 教育のまち」、「 農林水産

業のまち」が続いています。

　 前回調査（ 令和２ 年実施）と 比較し 、最も ポイント が増加し ているのは、「 快適で安全・ 安心な

住環境の整備を優先する快適住環境のまち」と なっています。

（ ４ ） 今後のまちづく り の特色について

2 0

無回答

その他

歴史的遺産を大切にし 、まちづく りに生かす歴史のまち

生涯学習活動や文化芸術・ スポーツ活動が活発な

生涯学習・ 文化のまち

様々なデジタ ル技術が活用さ れ生活の利便性が図られている

デジタ ル化の進むまち  ※令和６ 年から追加の選択肢

町民と 行政と が協力し てまちづく りを行う 住民参画・ 協働のまち

地域資源を活用し 、観光や交流事業を進める観光・ 交流のまち

商業の振興や地場産業の育成、企業立地による商工業のまち

自然の保護や環境の保全・ 創造を優先する環境保全のまち

農林業、水産業を中心とし て発展する農林水産業のまち

子育て環境やこども の保育・ 教育環境が充実し た

子育て・ 教育のまち

快適で安全・ 安心な住環境の整備を優先する快適住環境のまち

人にやさし い保健・ 医療・ 福祉の充実し た健康・ 福祉のまち

０ ％ 1 0％ 2 0％ 3 0％ 4 0％ 5 0％

０ ％ 1 0％ 2 0％ 3 0％ 4 0％ 5 0％

6 0％

6 0％

4 .3

2 .3

3 .0

4 .9

6 .4

8 .2

9 .6

9 .9

1 6 .8

2 0 .1

2 4 .9

3 4 .9

4 1 .3

1 .9

1 .9

1 .9

5 .7

0

1 0 .3

1 4 .7

1 3 .4

1 6 .9

2 2 .6

2 5 .5

3 1 .5

4 2 .6

令和６ 年（ n= 7 9 1） 令和２ 年（ n= 6 8 6）今後のまちづく り の特色について（ 全体／複数回答）

　「 健康・ 福祉のまち」が第１ 位、次いで「 快適住環境のまち」、「 子育て・ 教育のまち」、「 農林水産

業のまち」が続いています。

　 前回調査（ 令和２ 年実施）と 比較し 、最も ポイント が増加し ているのは、「 快適で安全・ 安心な

住環境の整備を優先する快適住環境のまち」と なっています。

（ ４ ） 今後のまちづく り の特色について



無回答

その他

地域と 学校が連携し た教育をすすめ、

地元愛を持ち続けること のできる環境

防災や防犯体制の強化など安全に暮らせる環境づく り

少子化・ 防災・ 老朽化を見据えた学校の適正配置など

教育環境の充実  ※令和６ 年から追加の選択肢

買物などの日常生活の利便性向上

福祉や医療の充実など安心し て暮らせる環境づく り

住宅・ 宅地の整備など移住・ 定住し やすい住まいの確保

企業誘致や産業振興による雇用の場の確保

結婚・ 出産・ 子育て支援などこどもを産み育てやすい環境づく り

０ ％ 1 0％ 2 0％ 3 0％ 4 0％ 5 0％

０ ％ 1 0％ 2 0％ 3 0％ 4 0％ 5 0％

6 0％

6 0％

3 .8

2 .8

4 .9

5 .2

6 .6

1 7 .7

2 9 .7

3 3 .2

3 9 .3

4 6 .3

1 .5

2 .9

5 .5

5 .5

0

1 5 .7

2 5 .9

3 5 .4

5 2 .2

4 6 .5

令和６ 年（ n= 7 9 1） 令和２ 年（ n= 6 8 6）

　「 結婚・ 出産・ 子育て支援などこどもを産み育てやすい環境づく り 」が第１ 位、次いで「 企業誘

致や産業振興による雇用の場の確保」、「 住宅・ 宅地の整備など移住・ 定住し やすい住まいの確

保」が続きます。

　 前回調査（ 令和２ 年実施）と 比較すると 、「 福祉や医療の充実など安心し て暮らせる環境づく

り 」が3 .8 ポイント 増加し 、「 企業誘致や産業振興による雇用の場の確保」が1 2 .9 ポイント 減少し

ています。

（ ５ ） 若者の定住対策について

若者の定住対策について（ 全体／複数回答）

第
1
部

　
序
論

無回答

その他

地域と 学校が連携し た教育をすすめ、

地元愛を持ち続けること のできる環境

防災や防犯体制の強化など安全に暮らせる環境づく り

少子化・ 防災・ 老朽化を見据えた学校の適正配置など

教育環境の充実  ※令和６ 年から追加の選択肢

買物などの日常生活の利便性向上

福祉や医療の充実など安心し て暮らせる環境づく り

住宅・ 宅地の整備など移住・ 定住し やすい住まいの確保

企業誘致や産業振興による雇用の場の確保

結婚・ 出産・ 子育て支援などこどもを産み育てやすい環境づく り

０ ％ 1 0％ 2 0％ 3 0％ 4 0％ 5 0％

０ ％ 1 0％ 2 0％ 3 0％ 4 0％ 5 0％

6 0％

6 0％

3 .8

2 .8

4 .9

5 .2

6 .6

1 7 .7

2 9 .7

3 3 .2

3 9 .3

4 6 .3

1 .5

2 .9

5 .5

5 .5

0

1 5 .7

2 5 .9

3 5 .4

5 2 .2

4 6 .5

令和６ 年（ n= 7 9 1） 令和２ 年（ n= 6 8 6）

　「 結婚・ 出産・ 子育て支援などこどもを産み育てやすい環境づく り 」が第１ 位、次いで「 企業誘

致や産業振興による雇用の場の確保」、「 住宅・ 宅地の整備など移住・ 定住し やすい住まいの確

保」が続きます。

　 前回調査（ 令和２ 年実施）と 比較すると 、「 福祉や医療の充実など安心し て暮らせる環境づく

り 」が3 .8 ポイント 増加し 、「 企業誘致や産業振興による雇用の場の確保」が1 2 .9 ポイント 減少し

ています。

（ ５ ） 若者の定住対策について

若者の定住対策について（ 全体／複数回答）
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序
論

2 1



10

20

3 0

4 0

50

60

70

80 住宅環境

事故・ 犯罪

都市景観

公共空間

デジタル生活

地域行政

初等・ 中等教育

子育て

遊び・ 娯楽

移動・ 交通

買物・ 飲食

自然の恵み

環境共生

自然災害

地域と のつながり

多様性と 寛容性

自己効力感

健康状態

文化・ 芸術

教育機会の豊かさ

雇用・ 所得

事業創造
医療・ 福祉

自然景観

カ テゴリ ー別

　 主観データ の上位の因子は、「 地域と のつながり 」、「 自己効力感［ ※］」、「 自然の恵み」などと な

り 、下位の因子は「 買物・ 飲食」、「 雇用・ 所得」、「 遊び・ 娯楽」などとなっています。

（ ６ ） 地域幸福度（ W e l l -Be i n g ） 指標［ ※］ について

出典： 2 0 2 4 年度版（ 令和６ 年度版） W e ll-Be in g  個別調査

主観データ

･･･自分自身で感じる認識や感覚に基づいたデータで、

　  アンケート 調査などによって収集さ れたもの。

客観データ

･･･各種オープンデータ などから得られる

　  数値をもとにし たもの。

●自然災害 

●多様性と 寛容性

●健康状態

●文化・ 芸術

主観（ 高い）

主観（ 低い）

客観

（ 高い）

客観

（ 低い）

●医療・ 福祉

●初等・ 中等教育

●住宅環境 

●事故・ 犯罪 

●自然景観 

●自然の恵み 

●環境共生

●地域とのつながり  

●自己効力感

●買物・ 飲食
●移動・ 交通
●遊び・ 娯楽
●子育て
●地域行政

●デジタル生活
●公共空間
●都市景観
●教育機会の豊かさ
●雇用・ 所得
●事業創造

住民は強いと 思っ ている が、

客観的にはそう でも ない
本町の強み

客観的には強いが、

住民が気づいていない
本町の弱み

主観データ 及び客観データ による地域幸福度の分類
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　 新し いまちづく りを進めるためには、町の特性を最大限に発揮できるよう 町の魅力を伸ばす

視点から、活かすべき地域資源などを見つめ直し 整理すること が必要です。

町の活かすべき 特性・ 魅力5

特性・ 魅力１ 　 第１次産業が地域を支える年中みかんのと れるまち

　 本町は、温暖な気候を生かし 、「 年中みかんのと れるまち」をキャッチフレーズとするみかんの

町です。

　 農業では、柑橘類や梅などの果樹栽培、野菜栽培や米づく りも 盛んで、畜産業では、乳牛や

養豚などで大規模な畜産経営も 行われています。

　 また、水産業では、定置網等による沿岸漁業が行われ、林業では、森林の複層林化など環境

に配慮し た森林管理を進めています。

　 近年は、第１ 次、２ 次、３ 次産業が融合し た６ 次産業化が進み、農林水産物の加工など関連

産業と 連携し た取組も 行われています。

特性・ 魅力２ 　 海と 緑につつまれた自然あふれるまち

　 本町は、総面積の6 5％が森林であり 、町全体が緑に囲まれています。

　 また、壮大な熊野灘に面し た「 七里御浜海岸」を有し 、春には町中に花の香り が漂う「 みかん

畑」、夏には水遊びや魚釣り の声が響き渡る「 尾呂志川」、秋の山裾に流れる幻想的な「 風伝の

朝霧」など、豊かな自然環境に恵まれた風光明媚な景観が保たれています。

　 これらの景観は、住む人、訪れる人に対し 、雄大な自然の温もりと ふるさと の安らぎを与えて

います。また、こ の自然環境を守るために、清掃活動や自然保護活動などの様々な住民活動が

行われています。
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特性・ 魅力４ 　 歴史と 文化が息づく まち

　 本町は、古く は熊野権現の神領地であったこと から 、悠久の歴史の中で、多く の文化的財産

が残さ れています。

　 世界遺産に登録さ れた紀伊山地の霊場と 参詣道「 熊野古道」とし て、海岸部には浜街道、山

間部には本宮道（ 横垣峠、風伝峠）が残っています。

　 県指定の天然記念物とし て、「 引作の大楠」「 市木のいぶき」「 神木のイヌマキ」、町指定の文化

財と 天然記念物は、「 六部の墓」「 稚子塚」「 アッサム茶原種園」「 緑橋」「 尾呂志の城跡」「 阿田和の

獅子舞」（ 無形文化財）などがあり 、これらは、長い歴史の中で育まれ、現在に息づいています。

　 こ のよう に本町は、特色ある歴史・ 文化を有するまちであり 、これらを生かし た個性豊かなま

ちづく り 、文化の香り 高いまちづく りを進めています。

特性・ 魅力５ 　 魅力ある「 食」のまち

　 本町は、果樹栽培、米づく り 等の農業のほか、乳牛や養豚などの畜産業、定置網等の沿岸漁

業などの水産業が盛んに展開さ れていることにより 、一年中、柑橘類、野菜、米、酒米、食肉、海

産物など多様で魅力ある「 食」に恵まれています。

　 本町の「 食」に関する魅力を地域資源とし て活用し 、食材のブランド 化や豊かな食材を生かし

た加工品の開発等への取組が行われています。

特性・ 魅力３ 　 地域でこどもを育てるまち

　 本町は、少子化が進行する中にあって、誰も が安心し てこどもを産み育てられるよう 、こども

と その家庭に対し 、妊娠、出産から 子育てにわたる途切れのない適切な支援を行いながら 、地

域でこどもを育てるまちづく りを進めています。

　 学校教育では、令和６ 年度に策定し た「 御浜町立小・ 中学校適正配置基本計画」及び令和７

年度に策定し た「 御浜町新統合小学校及び統合中学校基本計画」に基づき、こどもたちの学び

を支える教育環境の整備（ 新校舎の建設）に取り 組むとともに、御浜町学校教育基本方針に「 地

域とと も にある学校づく り 」を掲げ、町内すべての小・ 中学校がコミ ュニティ・ スク ール［ ※］とし

て、家庭・ 地域と の連携を図っています。また、専門的知識・ 技能を有する地域人材と の連携・ 協

力に取り 組み、人づく り・ 地域づく り につながる学校運営協議会と 地域学校協働活動を一体的

に推進し ながら、地域とともにある学校づく り への取組が行われています。
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　 町を取り 巻く 社会環境は大きく 変化し ています。

　 これからのまちづく りにおいて、対応すべき代表的な時代の潮流は次のと おりです。

町を取り 巻く 時代の潮流6

時代潮流１ 　 人口減少・ 少子高齢化の進行

　 我が国の人口は令和２（ 2 0 2 0）年時点で約１ 億2 ,6 0 0 万人と なり 、平成2 9（ 2 0 1 7）年に国立

社会保障・ 人口問題研究所が公表し た将来推計（ 中位推計）を大きく 上回るスピード で減少が加

速し ています。出生数も 1 0 0 万人を割り 込み、減少に歯止めがかからない状況で、少子高齢化

の進行により 生産年齢人口も 減少し ています。また、世帯構成も 大きく 変化し 、令和２（ 2 0 2 0

年）の単身世帯割合が約４ 割となり 、特に高齢者の単身世帯が増加し ています。

　 このため、人口減少を緩和さ せる対策が必要と なり 、定住・ 移住の促進をはじ め、少子化や超

高齢社会［ ※］など人口構造の変化に対応し た取組を進めていく こと が求められます。

時代潮流２ 　 人口減少による生活サービスの利便性低下

　 我が国の人口減少問題は、特に地方における影響が大きく 、地域の公共交通や医療など、暮

らし に不可欠な生活サービスの利便性を低下さ せ、その基盤が崩壊する危機に直面するおそ

れがあります。それは、交通・ 物流、医療・ 福祉・ 介護、インフラメ ンテナンス等の地域の生活サー

ビスの維持に不可欠な担い手の不足に直結し ており 、地域の生活サービスの利便性低下は、買

物弱者の増加、救急医療や出産、子育て、福祉・ 介護等へのアクセス困難など、真に必要な日常

的な生活サービスに対する生活者の暮らし の安全・ 安心を失いかねない深刻な問題と なってい

ます。こう し た地方の危機的な状況を打開し 、地方で人々がいきいきと 安心し て暮らし 続けて

いけるよう 、生活サービスの維持継続を確保するための地域の生活圏の再構築が必要と なっ

ています。
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時代潮流３ 　 安全・ 安心への意識の高まり

　 南海ト ラフ 巨大地震及びそれに伴う 津波の発生が切迫する中、広域にわたる甚大な人的・ 経

済的被害が懸念さ れています。さらに近年の自然災害の激甚化・ 頻発化により 、国や地方公共

団体、企業や住民等の安全・ 安心への意識が一層高まっています。

　 また、こども や女性、高齢者が被害者と なる犯罪や事故のほか、食の安全に関する問題や感

染症等への対応など、様々な場面で安全、安心の確保が強く 求められています。

　 こ のため、特に災害に対する防災・ 減災、国土強靭化への早急な取組が必要と なっているこ

とに加えて犯罪、事故等に対する危機管理体制の強化をはじ め、感染症対策などあらゆる分野

で安全・ 安心の視点を重視し た取組を進めていく こと が求められます。

　 さらに、高度経済成長期以降に整備さ れた多く のインフラは、加速度的に老朽化が進行し て

おり 、インフラメ ンテナンスを計画的かつ適切に進めていく 必要があります。し かし 、インフラ

の多く を管理し ている市区町村では、財源不足に加え、土木系を含む技術系職員数が減少し 、

全国の４ 分の１の市区町村で技術系職員が配置さ れていないなど、メ ンテナンスに携わる担い

手の不足も 深刻な状況となっています。

時代潮流４ 　 地域共生社会［ ※］の構築

　 少子高齢化が急速に進行する中、高齢者等の孤独死や限界集落の増加などが社会問題にな

るなど、全国的に地域における支え合う 機能、自治機能の低下が懸念さ れています。

　 身近な地域における高齢者や障がい者などの見守り 、地域ぐるみの子育てやこども の安全

対策、自主的な防災活動や避難支援活動等の重要性が再認識さ れてきており 、支え合い助け

合う コミ ュニティ の再構築が強く 求められています。

　 こ のため、今後のまちづく り においては、あらゆる分野の人と 人と が支え合い、ともに生きる

「 地域共生社会」づく りに向けた取組を積極的に進めていく こと が求められます。

時代潮流５ 　 高度情報化の進展

　 インタ ーネット や携帯端末等の普及による情報技術の進展は、利便性の向上やコミ ュニケー

ショ ンの多様化・ 高度化をもたらし 、社会生活に大きな変化を及ぼし ています。

　 近年では、Io T（ In te rne t  o f Th in g s）ですべての人とモノ がつながり 、様々な知識や情報が

共有さ れ、今までにない新たな価値を生み出すSo cie ty5 .0［ ※］が提唱さ れています。

　 また、人工知能（ A I）やロボット 技術の進化など、最先端の情報通信技術を浸透さ せること で

人々の生活をより よいも のへと 変革するデジタ ル・ト ランスフォーメ ーショ ン（ D X）の推進が重

要視さ れています。
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　 こう し た高度情報化は、自治体における業務の効率化や住民サービスの向上、そし て地域活

性化に大きな役割を果たすも のとし て、その重要性がさらに高まってきています。

　 このため、今後ますます高度化する情報技術をまちづく りに欠かせない基盤とし て認識し 、積

極的に取り 組んでいく こと が求められます。

時代潮流６ 　 コ ロナ禍を経た暮らし 方・ 働き方の変化

　 コロナ禍における行動制約を背景とし て、スマート フォン等のデジタ ルツールやIo T、A Iの普

及等により 、テレワーク［ ※］をはじ めとするデジタルを活用し た暮らし 方・ 働き方への転換が進行

し ています。定額通信サービスの普及、キャッシュレスによる電子商取引の増加など、社会経済

システムがデジタルを抜きには成立し 得ないデジタル社会の浸透が急激に進展し ています。し

かし ながら 、デジタル社会の効用を発揮し ていく 上で、デジタル人材［ ※］の不足やデジタ ル基盤

整備の遅れなどによる地域間格差も あり ハード・ ソフト 両面での環境整備が課題と いえます。

　 また、コ ロナ禍はテレワーク の普及・ 拡大をも たらすきっかけと なり 、各個人の価値観に応じ

た暮らし 方・ 働き方の選択可能性を高め、W e l l-b e in gの向上に資するとともに、二地域居住等

を含めた地方への人の流れの創出・ 拡大につながるも のと なっており 、今後、良質なテレワーク

が進展することにより 、転職なき移住と いった場所に縛られない新たな暮らし 方・ 働き方の実現

可能性が高まっています。

時代潮流７ 　 地方分権・ 地方創生の進展

　 地方分権が進展する中、自治体には、創意工夫のもと 持続可能なまちづく りを展開し ていく

こと が重要な課題と なっています。

　 こ のため、住民をはじ め、各種団体や民間企業などが参画・ 協働するまちづく りを進めるとと

もに、行政経営のさらなる効率化を進め、自立性を高めていく こと が求められます。

　 また、我が国では、人口減少・ 超高齢社会を迎える中、地方に活力を取り 戻すため、地方創生

に向けた総合的な取組が進められています。

　 こ のため、町においても 、人口減少を緩和し 、将来にわたって活力ある地域社会を維持し て

いく ための施策を戦略的に実行し ていく こと が求められます。
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　 御浜町では2 0 5 0 年には4 ,6 9 1 人まで人口が減少すること が見込まれています。本町の現況

特性や社会情勢の変化などを踏まえ、人口減少を前提とし たまちづく りを進めていく 上での主

要課題を整理します。

今後のまちづく り に向けた主要課題の整理7

（ １ ） 少子高齢化に伴う 人口減少への対応

若い世代の定住促進

　 本町では、若年層の進学や就職などに伴う 多数の転出に対し 、一度町外に転出し た本町出

身者のU タ ーンや新たに移住するＩ タ ーンの転入が少ないこと が人口減少の要因の一つとなっ

ています。

　 将来において町の活力を維持するためには、若い世代が地元に定着するための取組を推進

すること が急務です。

　 そのため、若い世代が定住に必要な住まいをはじ めと する生活環境や生計を立てるための

雇用・ 就労環境の整備を図るととも に、本町でこどもを安心し て産み育てら れるよう 、保健・ 医

療・ 福祉の充実、家庭・ 学校・ 地域が一体と なった子育て支援体制の構築など、子育てし やすい

環境づく りを進めること が必要です。

　 若い世代が、生まれ育った地元に働きがいを持ち、安心し て家庭を築き、暮らせるよう 定住促

進を総合的に進め、本町での生活の質の向上につなげていく こと が重要となります。

高齢化社会に対応し た誰も が自立を目指せる地域社会づく り

　 急速な高齢化の進行に的確に対応するため、町の人口構造、地域構造に対応し たまちづく り

を総合的に進める必要があります。

　 地域で生活支援や介護の必要な世帯を把握し 、地域でお互いに支え合う 体制の構築や必要

な生活基盤の計画的な整備などにより 、誰も が自立を目指せる地域社会づく りを進める必要が

あります。

関係人口［ ※］の拡大

　 人口減少社会が到来し た現在、地域活力を維持するためには、定住人口のみならず、地域や

地域の人々と 多様に関わる関係人口の拡大に努める必要があります。

　 そのため、情報発信の強化と 、観光や移住希望に対する町内の受入体制の充実に取り 組む

ととも に、本町の特性を生かし た魅力ある観光拠点の整備やイベント 開催などにより 、町内各

所への誘客、滞留時間の拡大を図る必要があります。
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（ ２ ） 産業の活性化

みかん産地の再生

　 本町では、多く の産業分野で就業人口の減少が進んでおり 、特に町の最大産業である柑橘

を主とし た農業においては、従事者の高齢化に伴う 後継者不足が顕著であり 、担い手の育成・

確保が急務となっています。

　 そのため、本町における農業が生業とし て魅力ある「 稼げる」産業と なるよう 、生産基盤の再

整備や最先端技術を活用し た就労環境の改善を推進するととも に、新規就農者などへの支援

を通じ て担い手の育成・ 確保を図る必要があります。

第１次産業と 商工観光業の連動による経済の地域内循環

　 人口減少や経済のグローバル化に伴う 消費や雇用の減少により 、地域経済が縮小し 、まちの

活力が低下し ていく こと が懸念さ れます。

　 そのため、本町の基幹産業である第１次産業の振興と あわせて、世界遺産「 熊野古道」や七里

御浜海岸などの地域資源を活用し た観光産業の振興により 、交流人口［ ※］の増加を図り 、旅行者

のもたらす消費を地域経済に取り 込み、地域内で循環さ せることで、人口減少により 縮小し た地

域消費の代替効果を創出するなど、地域経済を支える新たな仕組みを構築する必要があります。

（ ３ ） 安全・ 安心な暮らし の確保

防災対策の推進

　 南海ト ラフを震源とする地震・ 津波災害や、近年、多発する集中豪雨や台風などによる風水害

など、本町に被害をもたらす可能性がある災害を想定し 、ソフト・ ハード の両面から 災害に強い

まちづく り が求められます。

　 あわせて、地域防災力の強化のため、地域の自主防災組織の活動支援を通じ て、地域で助け

合い、支え合う 連帯感を醸成し 、いざと いう 時の対応に大きく 関わる避難行動要支援者［ ※］へ

の避難支援対策の強化を図る必要があります。
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　 人口減少や経済のグローバル化に伴う 消費や雇用の減少により 、地域経済が縮小し 、まちの

活力が低下し ていく こと が懸念さ れます。

　 そのため、本町の基幹産業である第１次産業の振興と あわせて、世界遺産「 熊野古道」や七里

御浜海岸などの地域資源を活用し た観光産業の振興により 、交流人口［ ※］の増加を図り 、旅行者

のもたらす消費を地域経済に取り 込み、地域内で循環さ せることで、人口減少により 縮小し た地

域消費の代替効果を創出するなど、地域経済を支える新たな仕組みを構築する必要があります。

（ ３ ） 安全・ 安心な暮らし の確保

防災対策の推進

　 南海ト ラフを震源とする地震・ 津波災害や、近年、多発する集中豪雨や台風などによる風水害

など、本町に被害をもたらす可能性がある災害を想定し 、ソフト・ ハード の両面から 災害に強い

まちづく り が求められます。

　 あわせて、地域防災力の強化のため、地域の自主防災組織の活動支援を通じ て、地域で助け

合い、支え合う 連帯感を醸成し 、いざと いう 時の対応に大きく 関わる避難行動要支援者［ ※］へ

の避難支援対策の強化を図る必要があります。
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（ ４ ） 持続可能なまちづく り

「 オール御浜」で協力し 合う 意識の醸成と 共有

　 今後のまちづく りにおいては、地域課題に取り 組み、新たなまちづく りをけん引する人材が求

められます。

　 そのため、地域の運営や活動が円滑かつ効率的に進むよう 、様々な地域活動を通じ て各世

代で推進役と なる人材を育成するほか、住民と 行政と の相互理解を深め、「 オール御浜」で協力

し 合う 意識の醸成と 共有を着実に進めること が重要です。

持続可能な行財政運営のための行政経営力の向上

　 人口減少や地域経済の縮小に伴い税収が減少する一方、福祉などの社会保障費の増大など

から、本町の財政運営は今後も 厳し い状況が続く こと が見込まれます。

　 このよう な財政状況においては、どのよう な施策が住民や地域にとって重要なのかを的確に

把握し ながら 、効率的な行財政運営を行う とともに、財政基盤の強化に努め、政策形成能力を

含めた行政経営力の向上を図っていく 必要があります。

　 あわせて、持続可能な行財政運営を行う ためには、職員の能力の一層の向上を図り 、住民に

信頼さ れる職員を育成すること が必要となります。

安全・ 安心に暮らせる生活基盤の整備

　 本町の活力の源泉は、自然と 共生する豊かな生活環境にありますが、近年では、人口減少に

伴い地域コミ ュニティ の存続が課題となっています。

　 住民が安心し て暮ら せるためには、いつでも 必要なときに保健・ 医療・ 福祉サービスが安定

し て受けられる環境であること が求められます。あわせて、地域における様々な生活不安を軽

減し 、快適な生活環境を整備すること により 、生活の質を向上さ せること が今後より 重要と な

ります。

　 さらに、暮らし の満足度をより 高めるためには、身近な地域における住民間交流の充実が重

要となります。そのため、住民同士の交流機会とし て生涯学習、生涯スポーツの促進を図ること

が重要となります。
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